
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援に係る高額療養費の支給に係る事務について 一部改正 新旧対照表 
変更点は下線部 

新 旧 

本文（略） 

 

別紙 

１ 小児慢性医療費助成制度における高額療養費の支給に係る

事務について  

  

小児慢性医療費助成制度の対象となる小児慢性特定疾病児

童等（法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病児童等を

いう。）に係る医療保険の所得区分の把握については、法第 19 条

の３第１項の規定に基づき、支給認定（法第 19 条の３第３項に

規定する支給認定をいう。）を受けようとする小児慢性特定疾病

児童（法第６条の２第２項第１号に規定する小児慢性特定疾病児

童をいう。以下同じ。）の保護者又は成年患者（同項第２号に規

定する成年患者をいう。以下同じ。）が都道府県、指定都市、中

核市又は法第 59 条の４第１項で定める市（特別区を含む。）（以

下「都道府県等」という。）に支給認定の申請をしたときに、当

該小児慢性特定疾病児童等に適用される所得区分を把握するた

め、都道府県等が、当該小児慢性特定疾病児童等が加入する保険

者に対して照会等を行い、これを確認の上、当該所得区分を医療

受給者証（法第 19 条の３第７項に規定する医療受給者証をい

う。）に記入することとされている。当該事務については、平成

26 年通知において原則的及び例外的な取扱いを定めていたとこ

ろ、今後の取扱いについては、２のとおりとする。  

なお、各都道府県等における保険者との連絡等の事務について

は、「児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病

医療支援に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事

本文（略） 

 

別紙 

１ 小児慢性医療費助成制度における高額療養費の支給に係る

事務について  

  

小児慢性医療費助成制度の対象となる小児慢性特定疾病児

童等（法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病児童等を

いう。）に係る医療保険の所得区分の把握については、法第 19 条

の３第１項の規定に基づき、支給認定（法第 19 条の３第３項に

規定する支給認定をいう。）を受けようとする小児慢性特定疾病

児童等の保護者（法第 19 条の３第１項に規定する小児慢性特定

疾病児童等の保護者をいう。）が都道府県、指定都市又は中核市

（以下「都道府県等」という。）に支給認定の申請をしたときに、

当該小児慢性特定疾病児童等に適用される所得区分を把握する

ため、都道府県等が、当該小児慢性特定疾病児童等が加入する保

険者に対して照会等を行い、これを確認の上、当該所得区分を医

療受給者証（法第 19 条の３第７項に規定する医療受給者証をい

う。）に記入することとされている。当該事務については、平成

26 年通知において原則的及び例外的な取扱いを定めていたとこ

ろ、今後の取扱いについては、２のとおりとする。  

 

  

なお、各都道府県等における保険者との連絡等の事務について

は、「児童福祉法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病

医療支援に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事



務の取扱いについて」（平成 26 年 12 月 26 日雇児母発 1226 第１

号）のとおりである。  

  

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務の取扱いについて」（平成 26 年 12 月 26 日雇児母発 1226 第１

号）のとおりである。  

 

２ 平成 27 年 12 月 31 日までに医療受給者証を交付した医療費

支給認定保護者について  

  

  平成 27 年 12 月 31 日までに支給認定を行い、かつ、法第 19

条の３第７項の規定に基づき医療受給者証の交付をした医療費

支給認定保護者について、平成 26 年通知の２（１）②及び（２）

②に基づく暫定的な所得区分による取扱いをした場合であって、

医療保険の所得区分の記載欄がいまだ空欄となっている医療受

給者証（以下「空欄の医療受給者証」という。）があるときは、

早急に支給認定保護者に対して法第 19条の５第２項の規定に基

づき当該医療受給者証の提出を求め、保険者から連絡のあった

医療保険の所得区分を記載した医療受給者証への差し替えを行

うこととする。ただし、差し替えが間に合わない場合、その間

の空欄の医療受給者証に係る取扱いは、下記のとおりとする。  

（１）空欄の医療受給者証に係る高額療養費の算定基準額につ

いては、「80,100 円＋（医療費－267,000 円」✕１％）」と

して取り扱うこととする。また、この取扱いに伴う高額療

養費の給付額の事後調整は行わない。  

なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の還

付に係る事後調整の方法については、別途通知する。 

（２）（１）にかかわらず、医療機関に限度額適用認定証又は限

度額適用・標準負担額減額認定証を提出して特定疾病給付

対象療養を受けた者については、健康保険法施行規則（大

正 15 年内務省令第 36 号）第 98 条の２第１項、国民健康保

険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号）第 27 条の 12

の２第１項の申出に基づく保険者の認定を受けているもの

とみなし、特定疾病給付対象療養について所得区分に応じ

た算定基準額を適用して高額療養費の支給を行うこととす



 

 

２  平成 28 年１月１日以降に支給認定を行い、かつ、医療受給

者証の交付を行う小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患

者について  

  

  医療保険の所得区分の把握については１のとおりとし、保

険者からの連絡の遅れ等により空欄の医療受給者証の交付を

した場合には、下記（１）及び（２）の取扱いとする。なお、

保険者から医療保険の所得区分の連絡があったときには、早急

に医療保険の所得区分を記載した医療受給者証への差し替え

を行うこととする。   

 

（１） 空欄の医療受給者証に係る高額療養費の算定基準額につ

いては、「80,100 円＋（医療費－267,000 円」✕１％）」と

して取り扱うこととする。また、この取扱いに伴う高額療

養費の給付額の事後調整は行わない。  

なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の還

付に係る事後調整の方法については、別途通知する。 

（２） （１）にかかわらず、医療機関に限度額適用認定証又は

限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して特定疾病給

付対象療養を受けた者については、健康保険法施行規則（大

正 15 年内務省令第 36 号）第 98 条の２第１項、国民健康保

険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号）第 27 条の 12

の２第１項の申出に基づく保険者の認定を受けているもの

とみなし、特定疾病給付対象療養について所得区分に応じ

た算定基準額を適用して高額療養費の支給を行うこととす

る。  
 

 

る。  
 

３ 平成 28 年１月１日以降に支給認定を行い、かつ、医療受給

者証の交付を行う小児慢性特定疾病児童等の保護者について  
  

 

医療保険の所得区分の把握については１のとおりとし、保険

者からの連絡の遅れ等により空欄の医療受給者証の交付をした

場合には、２の（１）及び（２）と同様の取扱いとする。なお、

保険者から医療保険の所得区分の連絡があったときには、早急

に医療保険の所得区分を記載した医療受給者証への差し替えを

行うこととする。  

 

 

 

 


